
春は「歩行者」や「自転車」の
　事故が起こりやすい時期です。

知っていますか？

　春は、新生活が始まり、交通量が増えるとともに、不慣れな環境で通学・通勤が始まる
ことで、急な飛び出しなどによる事故が増える傾向があります。
　一人一人が交通安全意識を高め、改めて交通ルールを見直しましょう。

自転車の交通違反に
交通反則通告制度（※）が適用されます。

西区キャラクター
「ぷりむらん」

西警察署
マスコットキャラクター

ピッカリ戦士
「ニッシー」

※比較的軽微な交通違反に交通反則告知書（青切符）が交付され、
　違反者が反則金を納付すれば、刑事罰に課されない制度

重大な事故につながる恐れが高い違反

違反により、実際に交通に危険が生じた場合

青切符
（16歳以上が対象）

区役所地域力推進課　☎523-4523　FAX522-5069　　西警察署　☎531-0110　FAX531-0190問合

令和８年
４月１日から

自転車の交通違反を認知した場合、基本的には、現場での「指導警告」を
行います。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとっ
て危険・迷惑となったりするような、

「悪質・危険な違反」であったときは、取り締まりを行います。

自転車交通安全
詳しくはこちらから▼

スマホなどの
ながら運転

12,000円
反則金反則金

指定場所
一時不停止

5,000円
反則金反則金

信号無視

6,000円
※点滅信号は
　5,000円

反則金反則金

例

例

自転車制動
装置不良

（ブレーキなし）

5,000円
反則金反則金
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